
犯罪の被害(交通犯罪を含む)に
遭われた方へ

□ 被害による精神的ショックや心身の不調
□ 仕事や今後の生活への不安
□ 医療費や転居費用など金銭面での不安
□ 再び犯罪被害に遭うのではないかという不安
□ 周りの無責任なことばに傷ついている
□ 捜査や裁判に伴う様々な不安
□ その他、家庭内や日常生活での困りごと など

公益社団法人島根被害者サポートセンター
事務局 ０８５２－３２－５９２８ （受付時間 ９：００～１７：００）
相談専用電話 ０１２０－５５６－４９１ （受付時間１０：００～１６：００）

こんなことで悩んでおられませんか？

無料

島根県西部地区にお住まいの、犯罪（交通犯罪を含む）の被害に遭われた方、そのご家族の
様々なご相談・要望に、島根被害者サポートセンターの相談員がお応えします。
◇◇島根被害者サポートセンターは、島根県公安委員会指定の「犯罪被害者等早期援助団体」です◇◇

開 設 日 時

開 設 場 所

島根県立西部総合福祉センター いわみーる相談室
（浜田市野原町1826-1 浜田ICから車で約10分）

※ 秘密は厳守し相談は無料です、安心してご相談ください。

～一人で悩まないでご相談ください～

【事前予約等・お問い合わせ先】 ※当日の予約相談も可

｢一日面接相談所｣開設

１月２８日 （第４水曜日） １２：００～１６：００
２月２５日 （第4水曜日） 〃
３月２４日 （第４火曜日） 〃
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	スライド 1: 犯罪の被害(交通犯罪を含む)に 遭われた方へ

